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　町では、高齢者の方が元気に安心して、買い物や通院などをしていただけるよう、
バス・タクシー利用料金の一部を助成しています。是非ご利用ください。

助成額および有効期限
　①お一人につき、年間1万2000円分を助成券で交付します。
　②利用者証および助成券の有効期限は、交付した日から
　　平成28年3月末までです。

対象者
　●町内に住民登録を有する75歳以上の方
　　※（注）・年度途中に満75歳になられた場合や転入された場合は、その翌月分

から利用可（但し、助成額は月割り交付となります）。
　　　　　・日高町福祉タクシー券助成事業の助成を受けている場合は、重複して

利用することはできません。

ご利用方法
　①�利用されるご本人が、利用料金のお支払いの際に「利用者証」

を乗務員に提示のうえ、助成券をお渡しください。
　②利用できるバス、タクシーは、下表の事業者です。

御坊第一交通 ☎63・2002 印南交通 ☎42・0105
川上タクシー ☎24・0200

南部タクシー ☎0739
　72・2133中紀河南タクシー ☎24・1001

港タクシー ☎65・3100 介護タクシーふくしん ☎20・5272
御坊有交タクシー ☎22・4141 愛あいケアタクシー ☎20・1090

御坊南海バス ☎22・1020 中紀バス ☎65・2222

■タクシー会社

■バス会社

75歳以上の方の
　お出かけを応援します

高齢者
外出支援事業

　

８
月
18
日（
火
）、人
権
相
談
・
行

政
相
談
・
心
配
ご
と
相
談
の
合
同
相

談
所
を
、日
高
町
保
健
福
祉
総
合
セ

ン
タ
ー
２
階
会
議
室
で
午
後
１
時
か

ら
４
時
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

相
談
員
は
、社
会
福
祉
協
議
会
会

長
・
副
会
長
、民
生
児
童
委
員
、人
権

擁
護
委
員
、行
政
相
談
委
員
、弁
護
士

の
方
々
で
す
。

　

詳
し
く
は
、日
高
町
社
会
福
祉
協

議
会（
☎
６
３
・
２
７
５
１
）ま
で
。

人
権
相
談
・
行
政
相
談
・

心
配
ご
と
相
談
合
同
相
談

所
開
設
の
お
知
ら
せ
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●
支
給
対
象
者

　

平
成
27
年
度
分
の
住
民
税
が
課
税

さ
れ
て
い
な
い
方
が
対
象
で
す
。

※�

た
だ
し
、「
課
税
さ
れ
て
い
る
方
に
生
活
の
面

倒
を
見
て
も
ら
っ
て
い
る
場
合
」や「
生
活
保

護
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
」な
ど
は
除
き
ま
す

●
支
給
額

�

１
人
に
つ
き
６
千
円

【
申
請
方
法
】

申
請
先　

住
民
福
祉
課

（
平
成
27
年
１
月
１
日
時
点
で
住
民
票

が
日
高
町
に
あ
る
方
が
対
象
で
す
）

申
請
期
間

　

平
成
27
年
11
月
２
日（
月
）

�

～
平
成
28
年
２
月
２
日（
火
）

提
出
書
類　

申
請
書

★
添
付
書
類
　

①
本
人
確
認
書
類

（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、運
転
免
許
証
、パ
ス

ポ
ー
ト
の
写
し
。健
康
保
険
証
や
年
金
証
書
な

ど
、顔
写
真
が
つ
い
て
い
な
い
も
の
は
、官
公
署

か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
も
の
が
二
点
必
要
で
す
）

②
口
座
が
確
認
で
き
る
書
類

（
金
融
機
関
名
、口
座
番
号
、口
座
名
義
人〔
カ

ナ
〕が
わ
か
る
通
帳
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の

写
し
）

　
「
臨
時
福
祉
給
付

金
」を
よ
そ
お
っ
た

「
振
り
込
め
詐
欺
」や

「
個
人
情
報
の
詐
取
」

の
発
生
が
予
測
さ
れ

ま
す
。ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

お
心
当
た
り
の
あ
る
方
は
、役
場

や
最
寄
り
の
警
察
署（
ま
た
は
警
察

相
談
専
用
電
話
♯
９
１
１
０
）ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に

�

避
難
し
て
い
る
方
に
つ
い
て

　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
、

基
準
日（
平
成
27
年
１
月
１
日
）時
点

で
日
高
町
へ
住
民
票
を
移
せ
な
い
ま

ま
居
住
さ
れ
て
い
る
方
は
、事
前
に

申
出
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、申
出
に
は
一
定
の
要
件
が

必
要
で
す
の
で
、 

詳
し
く
は
、住
民

福
祉
課（
☎
６
３･

３
８
０
０
）ま
で
。 　

公
務
員
の
方
は
、基
準
日（
平
成
27

年
５
月
31
日
）時
点
で
住
民
票
が
日

高
町
に
あ
る
方
が
対
象
で
す
。

（
勤
務
先
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す
の

で
、そ
ち
ら
も
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

　

申
請
期
限
を
過
ぎ
る
と
、原
則
と

し
て
申
請
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※�

児
童
手
当
の
現
況
届
が
お
済
み
の
方
は
、届
と

合
わ
せ
て
申
請
い
た
だ
い
て
い
ま
す
の
で
、改

め
て
申
請
さ
れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

　

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、低
所
得
者
に
対
し

て
、制
度
的
な
対
応
を
行
う
ま
で
の
間
の
、暫
定
的
・
臨
時
的
な
措
置
と
し
て

給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

臨
時
福
祉
給
付
金
に
つ
い
て

臨
時
福
祉
給
付
金
に
つ
い
て

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
の
申
請
に
つ
い
て

　

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

は
、消
費
税
率
引
上
げ
の
影
響
等
を

踏
ま
え
、子
育
て
世
帯
に
対
し
て
臨

時
特
例
的
な
給
付
措
置
と
し
て
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
。

■
対
象
者

　

平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当（
特

例
給
付
を
除
く
）を
受
給
さ
れ
る
方

■
金
　
額

　

平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
の

対
象
と
な
る
児
童
１
人
に
つ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　

３
０
０
０
円

■
申
請
期
限

　

平
成
27
年
９
月
１
日（
火
）ま
で

■
両
給
付
金
制
度
の
概
要
に
つ
い
て

詳
し
く
は「
臨
時
福
祉
給
付
金
問
合

せ
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」（
☎
０
５
７
０･

０
３
７･

１
９
２
）ま
で
。平
日
の
９

時
か
ら
18
時
ま
で（
土
・
日
曜
日
、祝

日
は
除
く
）


